
令和６年度 文京区大塚地区地域生活支援拠点 

（大塚生活あんしん拠点）事業計画 
 

１  基本方針  

 文 京 区 大 塚 地 区 地 域 生 活 支 援 拠 点 事 業 の 実 施 に よ り 、 地 域 生 活 支 援 拠 点 （ 以

下 「 拠 点 」 と い う 。 ） を 運 営 し 、 障 害 者 等 の 生 活 に 関 す る 相 談 支 援 の 強 化 を 図

る と と も に 、 地 域 の 関 係 機 関 と の 連 携 を 充 実 さ せ る こ と に よ り 、 障 害 者 等 の 生

活 を 地 域 全 体 で 支 え る サ ー ビ ス 提 供 体 制 を 構 築 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２  支援方針  

⑴  相 談 業 務  

  ①  福 祉 サ ー ビ ス 利 用 や 社 会 資 源 活 用 す る た め の 情 報 提 供 を 行 う 。  

②  安 心 ・ 安 全 な 社 会 性 生 活 を 営 む た め の 生 活 支 援 を 行 う  

③  福 祉 や 医 療 機 関 等 、 各 専 門 機 関 の 紹 介 と の 連 携 。 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー や

地 区 地 域 生 活 支 援 拠 点 と 連 携 を 深 め 対 応 を す る 。  

④  積 極 的 な ア ウ ト リ ー チ 支 援 を 実 施 す る 。  

⑵  地 域 の 体 制 づ く り  

  ①  障 害 者 が 慣 れ 親 し ん だ 地 域 で 暮 ら し 続 け ら れ る よ う 、 大 塚 地 区 の 地 域 づ く

り を 目 指 す 。  

②  障 害 者 へ の 理 解 を 促 進 す る た め 、 地 域 住 民 と 障 害 者 が 地 域 で 接 点 を 持 て る

よ う な 地 域 交 流 を 図 る 。  

③  大 塚 地 区 で の 地 域 貢 献 と 交 流 に 努 め 、 地 域 住 民 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を

深 め る 。 地 域 で 開 催 さ れ る イ ベ ン ト や 行 事 に は 、 積 極 的 に 参 加 す る 。  

 

３  事業  

⑴  相 談 業 務  

大 塚 地 区 在 住 の 障 害 者 、 障 害 児 及 び そ の 家 族 等 な ど に 対 し て 一 般 相 談 を 実 施

す る 。  

①   障 害 者 児 及 び そ の 家 族 や 関 係 者 な ど か ら の 相 談 に つ い て 、 文 京 区 障 害 者 基

幹 相 談 支 援 セ ン タ ー （ 以 下 「 基 幹 」 と い う 。 ） と 連 携 し な が ら 、 電 話 、 面

談 、 自 宅 訪 問 、 関 係 機 関 へ の 同 行 等 に よ り 総 合 的 な 支 援 を 行 う 。  

②   基 幹 及 び 他 の 相 談 支 援 機 関 か ら 、 大 塚 地 区 の 相 談 ケ ー ス に つ い て 、 必 要 に  

 応 じ て 引 き 継 ぎ を 受 け 支 援 を 行 う こ と 。  

③   基 幹 及 び 他 の 相 談 支 援 機 関 が 開 催 す る ケ ー ス 会 議 に 出 席 し 、 情 報 共 有 を 行  

い 、 連 携 支 援 に 繋 げ る 。  

④   必 要 に 応 じ て 、 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 を 行 い 、 ケ ー ス 会 議 を 主 催 し 、 連 携  

 支 援 に 繋 げ る 。  

⑤   ケ ー ス 記 録 を 作 成 し 、 支 援 の 向 上 を 図 る 。  



⑥  ケ ー ス に 応 じ て 、 他 の 拠 点 と 連 携 し て 支 援 す る 。  

⑦  シ ス テ ム を 通 じ て 、 必 要 に 応 じ て 他 の 拠 点 及 び 基 幹 と 情 報 の 共 有 を 図 る 。  

⑧  緊 急 時 に は 、 関 係 機 関 と の 連 携 等 の 適 切 な 支 援 を 行 う 。  

⑨  相 談 を 受 け る に あ た り 、 支 援 対 象 者 と な る か 否 か な ど 疑 義 の あ る 場 合 は 、  

障 害 福 祉 課 と 協 議 の 上 、 支 援 を 行 う 。  

⑵  地 域 の 体 制 づ く り  

大 塚 地 区 を 対 象 区 域 と し て 、 高 齢 者 あ ん し ん 相 談 セ ン タ ー 、 文 京 区 社 会 福 祉

協 議 会 、 医 療 機 関 、 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 、 町 会 や 地 域 の 関 係 機 関 等 と 連 携

し 、 障 害 者 の 居 住 支 援 体 制 の 充 実 を 図 る 。  

①   地 域 課 題 の 抽 出 及 び 地 域 に お け る ネ ッ ト ワ ー ク の 確 立 の た め に 、 地 域 の 関

係 機 関 、 関 係 団 体 、 事 業 者 等 と の 連 絡 会 の 開 催 や 、 会 合 等 へ の 出 席 を 行 う 。  

②   地 域 の イ ベ ン ト や 会 合 に 参 加 す る な ど し て 、 地 域 住 民 の 障 害 者 理 解 に 努 め

る 。  

③   居 住 支 援 の た め に 、 不 動 産 業 者 及 び 不 動 産 所 有 者 と の 関 係 づ く り に 努 め

る 。   

④  区 が 主 催 す る 各 種 連 絡 会 ・ 検 討 会 等 に 参 加 す る 。  

 

４  開所日及び開所時間  

平 日  午 前 １ ０ 時 か ら 午 後 ５ 時 ３ ０ 分 ま で  

※ 土 曜 、日 曜 、祝 日 、年 末 年 始（ １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら １ 月 ３ 日 ）は 休 業 。た だ し 、

町 会 行 事 や 地 域 の イ ベ ン ト な ど の 理 由 で 開 所 す る 場 合 は 、 障 害 福 祉 課 と 協 議 し

て 開 所 を 決 め 、 代 替 と し て 平 日 に 休 業 日 を 設 け る 。  


